
   大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品購入によるおもてなし向 

   上事業費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、コロナ禍で物価・原油高騰の影響を受けた甲賀の地場産品の

販売促進を図るとともに、大阪・関西万博を契機とした本市への誘客に向けたＰ

Ｒのため、甲賀の地場産品を購入する宿泊施設の営業を行う事業者（以下「事業

者」という。）に対して交付する大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品購入

によるおもてなし向上事業費補助金（以下「補助金」という。）に関し、甲賀市補

助金等交付規則（平成１６年甲賀市規則第３４号）に規定するもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 （１） 甲賀の地場産品 信楽焼、甲賀の茶（土山茶及び朝宮茶）、甲賀の地酒、

甲賀のくすり、甲賀市産木材のうち装飾品、調度品及び食器、飲食料品その他

接客のために使用する物品等をいう。 

 （２） 宿泊施設 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項の許可

を受けて、同法第２条第２項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第３項に規

定する簡易宿所営業を行う施設をいう。 

 （３） 近畿（２府４県） 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌

山県をいう。 

 （４） 中小企業以下の地場産品取扱事業者 中小企業基本法（昭和３８年法律

第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者又は同条第５項に規定する小

規模企業者のうち、市内に本店（個人事業主にあっては住民登録）を有し、甲

賀の地場産品を製造又は販売する事業者をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 （１） 近畿（２府４県）で宿泊施設の営業を行う事業者 

 （２） 中小企業以下の地場産品取扱事業者から甲賀の地場産品を購入し、宿泊

施設において利用者のおもてなしに活用する者 



 （３） 宿泊施設内において甲賀市の観光ＰＲパンフレットを配架する等甲賀市

への誘客に取り組む者 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としない。 

 （１） 営業に関して必要な許認可等を取得していない者 

 （２） 甲賀市暴力団排除条例（平成２３年甲賀市条例第３６号）第２条の規定

による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（法人の

場合は役員を含む。） 

 （３） 公序良俗に反する者又は反するおそれのある者 

 （４） その他市長が適当でないと認める者 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に

掲げる経費とする。 

 （１） 甲賀の地場産品の購入経費及びその送料 

 （２） その他市長が必要と認める経費 

２ 前項の規定にかかわらず、国、県その他の機関による補助又は扶助の対象とな

る経費は対象外とする。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の３分の２に相当する額（その額に１，００

０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とし、限度額は３０万円

とする。 

２ 前項の規定により算出された額が１，０００円に満たない場合における補助金

の額は、０円とする。 

 （交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、大阪・関

西万博を契機とした甲賀の地場産品購入によるおもてなし向上事業費補助金交付

申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 （１） 購入品活用計画書 

 （２） 収支予算書 

 （３） 見積書の写し 

 （４） 産地証明書 



 （５） 事業者の所在地が確認できる資料 

 （６） 誓約書 

 （７） 営業許可書の写し 

 （８） 申請者の概要が分かる資料（パンフレット等） 

 （９） その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請をするに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額の

うち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税

額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じ

て得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して申請しな

ければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでない

ものについては、この限りでない。 

 （交付決定） 

第７条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金

を交付すべきものと認めたときは、大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品

購入によるおもてなし向上事業費補助金交付決定通知書（様式第２号）により申

請者に対し通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、補助金の交付の目的を達成するた

め、必要な条件を付すことができる。 

 （申請事項の変更及び承認） 

第８条 前条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助決定

者」という。）は、当該補助金の交付申請内容に変更が生じ、交付決定額から３割

以上の変更又は中止が生じた場合は、大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産

品購入によるおもてなし向上事業費補助金変更交付申請書（様式第３号）を市長

に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助額の増額の変更は認

めないものとする。 

２ 市長は、前項の申請内容を審査した結果、変更を認めるときは、大阪・関西万

博を契機とした甲賀の地場産品購入によるおもてなし向上事業費補助金変更交付

決定通知書（様式第４号）により、その旨を補助決定者に通知するものとする。 



３ 前条第２項の規定は、申請事項の変更に係る交付決定について、準用する。 

 （実績報告） 

第９条 補助決定者は、補助金に係る事業（以下「補助事業」という。）が完了した

ときは、当該完了日から３０日を経過した日又は交付決定年度の３月３１日のい

ずれか早い日までに、大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品購入によるお

もてなし向上事業費補助金実績報告書（様式第５号）に、次に掲げる書類を添え

て市長に提出しなければならない。 

 （１） 購入品活用報告書 

 （２） 収支精算書 

 （３） 領収書の写し 

 （４） その他市長が必要と認める書類 

 （額の確定） 

第１０条 市長は、前条の実績報告があったときは、審査及び必要な調査を行い、

補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交

付すべき補助金の額を確定し、大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品購入

によるおもてなし向上事業費補助金交付額確定通知書（様式第６号）により、補

助決定者に通知するものとする。 

 （補助金の交付） 

第１１条 前条の規定により通知を受けた者は、大阪・関西万博を契機とした甲賀

の地場産品購入によるおもてなし向上事業費補助金交付請求書（様式第７号）を

速やかに市長に提出しなければならない。 

 （交付決定の取消し等） 

第１２条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け

ようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り

消すことができる。 

 （検査等） 

第１３条 市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、

補助決定者に対して報告若しくは必要書類の提出を求め、又は帳簿、書類その他

物件等を検査することができる。 

 （財産の処分制限） 



第１４条 補助決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市

長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付けし、又は担保に供してはならない。ただし、市長が別に定める場合は、

この限りでない。 

 （補助事業の公表） 

第１５条 市長は、必要があると認める場合は、補助決定者の名称及び代表者名、

補助事業の内容等について公表することができる。 

 （消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１６条 補助決定者は、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費

税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに大阪・関西万博を契機とした甲

賀の地場産品購入によるおもてなし向上事業費補助金消費税等仕入控除税額報告

書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。ただし、確定した消費税等

仕入控除税額が実績報告書において減額した消費税等仕入控除税額を上回らない

場合は、提出を要しない。 

２ 前項の報告があった場合には、市長は、消費税等仕入控除税額に相当する額の

全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 （その他） 

第１７条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項について

は、市長が別に定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行し、令和５年度事業から適用する。 

 （失効） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 



様式第１号（第６条関係） 

 

   大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品購入によるおもてなし向 

上事業費補助金交付申請書 

 

年  月  日 

 

甲賀市長 あて 

 

申請者 郵便番号 

住  所 

屋  号 

代表者名             

電話番号 

                担当者 氏  名 

                    電話番号 

 

  

  標記の補助金の交付を受けたいので、大阪・関西万博を契機とした甲賀の地

場産品購入によるおもてなし向上事業費補助金交付要綱第６条第１項の規定

により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

  

補助金交付申請額  金        円 

 

 

添付書類   

 （１） 購入品活用計画書 

 （２） 収支予算書 

 （３） 見積書の写し 

 （４） 産地証明書 

 （５） 事業者の所在地が確認できる資料 

 （６） 誓約書 

 （７） 営業許可書の写し 

 （８） 申請者の概要がわかる資料（パンフレット等） 

 （９） その他市長が必要と認める書類 
 

 

 



様式第２号（第７条関係） 

 

   大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品購入によるおもてなし向 
   上事業費補助金交付決定通知書 

 

   第     号 

 年  月  日 

           様 

  

甲賀市長          印 

 

 

年  月  日付けで申請のあった標記の補助金については、大阪・関西万
博を契機とした甲賀の地場産品購入によるおもてなし向上事業費補助金交付要綱第
７条第１項の規定により下記のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

記 

 

補 助 金 交 付 決 定 額  金        円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第８条関係） 

 

   大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品購入によるおもてなし向 

   上事業費補助金変更交付申請書 

 

年  月  日 

甲賀市長 あて 

申請者 郵便番号 

住  所 

屋  号 

代表者名            

電話番号 

                担当者 氏  名 

                    電話番号 

 

 年  月  日付け  第  号で交付決定を受けた標記の補助金に係る交
付申請書の内容を次のとおり変更したいので、大阪・関西万博を契機とした甲賀の
地場産品購入によるおもてなし向上事業費補助金交付要綱第８条第１項の規定によ
り、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 １．変更内容 

 

 

 

 ２．補助金変更 

      変更交付申請額  金        円 

      交付決定額    金        円 

３．変更理由 

 

 

 

※ 申請時添付書類に変更がある場合は、添付すること。 



様式第４号（第８条関係） 

 

   大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品購入によるおもてなし向 

   上事業費補助金変更交付決定通知書 

 

   第     号 

 年  月  日 

           様 

  

甲賀市長          印 

 

  

年  月  日付けで申請があった標記の補助金に係る変更交付申請につい
ては、大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品購入によるおもてなし向上事業
費補助金交付要綱第８条第２項の規定により承認し、下記のとおり変更交付するこ
とに決定したので通知します。 

 

 記 

 

補 助 金 変 更 交 付 決 定 額   金        円  

 



様式第５号（第９条関係） 

 

   大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品購入によるおもてなし向 

   上事業費補助金実績報告書 

 

年  月  日 

 

甲賀市長 あて 

 

 

申請者 郵便番号 

住  所 

屋  号 

代表者名            

電話番号 

                担当者 氏  名 

                    電話番号 

 

  

    年  月  日付   第   号より標記の補助金の交付（変更）決定

を受けた補助事業の実績について、大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品購

入によるおもてなし向上事業費補助金交付要綱第９条の規定に基づき、関係書類を

添えて報告します。 

 

記 

 

  

実績補助金額  金       円 

 

 

添付書類   

 （１） 購入品活用報告書 

 （２） 収支精算書 

 （３） 領収書の写し 

 （４） その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 



様式第６号（第１０条関係） 

 

   大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品購入によるおもてなし向 

   上事業費補助金交付額確定通知書 

 

   第     号 

 年  月  日 

               様 

  

甲賀市長          印  

 

 

  年  月  日付け   第   号で交付決定した標記の補助金について
は、大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品購入によるおもてなし向上事業費
補助金交付要綱第１０条の規定により下記のとおりその額を確定したので通知しま
す。 

 

 

記 

      

補助金交付確定額   金       円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第１１条関係） 

 

   大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品購入によるおもてなし向 

   上事業費補助金交付請求書 

 

年  月  日 

甲賀市長 あて 

申請者 郵便番号 

住  所 

屋  号 

代表者名           ㊞  

電話番号 

                担当者 氏  名 

                    電話番号 

 

   年  月  日付け  第  号で確定通知があった大阪・関西万博を契機
とした甲賀の地場産品購入によるおもてなし向上事業費補助金交付要綱第１１条の
規定により下記のとおり請求します。 

記 

交付請求額   金       円 

 

添付書類   

・口座情報が分かる通帳の見開きの写し等 

振 込 先 口 座 名 

金融機関名 

銀 行 

農 協 

金 庫 

信用組合 

支 店 

出張所 

営業部 

口座番号 普通 ・ 当座   №（              ） 

フリガナ  

口座名義 
 

 



様式第８号（第１６条関係） 

 

   大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品購入によるおもてなし向 

   上事業費補助金消費税等仕入控除税額報告書 

 

年  月  日  

甲賀市長 あて 

申請者 郵便番号 

住  所 

屋  号 

代表者名              

電話番号 

                担当者 氏  名 

                    電話番号 

  

     年  月  日付け  第   号で交付決定があった標記の補助金に
ついては、大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品購入によるおもてなし向上
事業費補助金交付要綱第１６条第１項の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１．補助金の額の確定額 

                              円 

２．実績報告時に減額した消費税等仕入控除税額 

                              円…① 

３．消費税等の申告により確定した消費税等仕入控除税額 

                              円…② 

４．補助金返還相当額 

                              円…③＝②－① 


